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IASB公開草案「リース」の概要
有限責任 あずさ監査法人　

IFRS 本部 シニアマネジャー 小野　聖実
金融事業部 シニア   野中　圭子

国際会計基準審議会（IASB）は、2013年5月16日、公開草案（ED/2013/6）「リース」
（以下「本公開草案」という）を公表しました。本公開草案は、IASBが2010年 
8月に公表した公開草案（ED/2010/9）「リース」に対するコメントを受けた再
審議の結果、提案内容が変更となった主な論点について、再度広く意見を募る
ために公表されました。本公開草案に対するコメントの締切りは 2013年9月13
日です。
なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断り
いたします。

 

【ポイント】
◦  リースは、原資産の性質および原資産の費消割合に応じて、タイプ A と

タイプ B に分類されることが提案されている。この提案のもとでは、不
動産以外の資産のリースは原則としてタイプ A、不動産のリースは原則と
してタイプ B となる。

◦  リースの借手は、簡便的な処理を採用することとした短期リース以外のす
べてのリースについて、使用権資産およびリース債務を認識する（すなわ
ち、リースはオンバランス処理される）。タイプ A のリースの場合、リー
ス費用の計上額はリース期間の経過とともに逓減していくのに対し、タイ
プ B のリースの場合、リース費用は定額で計上されることが提案されて
いる。

◦  リースの貸手は、タイプ A のリースの場合、原資産の認識を中止し、リー
ス債権および残余資産を認識する。リース収益の計上額はリース期間の経
過とともに逓減していく。一方、タイプ B のリースの場合、原資産の認
識は継続され、リース収益は定額で計上されることが提案されている。

◦  本公開草案が提案する開示では、リースの概要やリース会計を適用するに
あたり用いた重要な見積りや判断など、定性的な記述が求められる。
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Ⅰ 背景

国際会計基準審議会（IASB）は、2013年5月16日、公開草案
（ED/2013/6）「リース」（以下「本公開草案」という）を公表 
しました。

現行の国際財務報告基準（IFRS）と米国会計基準（US GAAP） 
のリースの会計処理については、リースの形式よりも「資産の
所有に伴うリスクと便益の移転」という実質に基づいて適用さ
れる点においては有用性があるものの、借手による恣意的な

オフバランス処理を許容しているとして、長期にわたって議論
がありました。IASBと米国財務会計基準審議会（FASB）は、
それらの論点に対処し、IFRSとUS GAAPのコンバージェン
スを達成するため、2006年に共同でリース・プロジェクトを
スタートさせました。そして、IASBとFASBは、2010年8月
に公開草案（ED/2010/9）「リース」（以下「2010年公開草案」
という）を公表し、オペレーティング・リースとファイナンス・
リースの区分を廃止して、借手は使用権モデル、貸手は履行
義務アプローチと認識中止アプローチのいずれかを適用する
ことを提案しました。

しかし、2010年公開草案に対して多くのコメントや批判が
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寄せられたため、IASBとFASBはその後も共同での審議を重
ねた結果、提案内容が2010年公開草案のものと大きく異なる
こととなったため、再度広く一般から意見を募集すべく、本公
開草案が公表されました。

Ⅱ 提案の概要

本公開草案は、現行のリース会計を大幅に変更する提案を
行っています。主な具体的な提案は以下のとおりです。

1. 原則および目的

本公開草案では、コアとなる原則は、リースの借手および
貸手が、リースから生じる資産と負債を認識することであると
明記されています。そして、その目的は、借手および貸手が、
リースから生じるキャッシュ・フローの金額、時期および不確
実性に関する有用な情報を財務諸表利用者に報告するという
原則を定めることとされています。

2. リースの定義、適用範囲および適用単位

（1） リースの定義
リースとは、資産（原資産）を使用する権利が、一定期間に

わたり、対価と交換に移転される契約と定義されます。すな
わち、契約が賃貸借契約という法的形式を取っているか否か
で判断するのではなく、契約内容の詳細な分析や経済的実体
等関連するすべての事象と事実を考慮し、前述の定義に該当
するか否か判断する必要があります。定義上のポイントは以
下の2点です。

・  契約の履行は、特定の資産の使用に依拠するかどうか
・  当該契約は、対価との交換により、一定の期間にわたって、特

定の資産の使用を支配する権利を移転させるかどうか

本公開草案によると、「特定の資産への依拠」とは、契約に
対象となる資産が明記されているかどうかと同義ではありませ
ん。契約に対象となる資産が明記されている場合でも、資産
の供給者（貸手）が契約期間中に対象資産を差し替えることが
実質的に可能であれば、これは「特定の資産に依拠」している
ことにはならない等の提案がなされています。また、「使用を
支配する権利の移転」とは、顧客（借手）が、（a）特定の資産の
使用を指示すること、および（b）その資産の使用による便益を
享受すること、の両方を行うことを可能にすることであり、そ
の内容をさらに明確にするために具体的な規定が提案されて
います。

（2） 適用範囲
リースの定義に該当する、すべてのリース（サブリースにお

ける使用権資産のリースも含む）は本公開草案の適用範囲に含
まれます。ただし、以下の項目は本公開草案の適用範囲に含
まれません。

・  貸手による無形資産のリース
・  天然資源の探査および利用に関するリース
・  生物資産のリース
・  IFRIC 解釈指針第 12 号が適用されるサービス委譲契約

なお、借手は、無形資産のリースについて、本公開草案の
規定を適用する必要はありませんが、適用が禁止されている
わけではありません。

（3） 適用単位
1つの契約にリースの要素とリース以外の要素が含まれる場

合（例：プリンターのリースとメンテナンスサービスがセット
になった契約）には、両者を原則区分して把握する必要があり
ます。また、1つのリース契約の中に複数の原資産が含まれる
場合（例：土地と建物のリース）について、これをリースの要
素ごとに区分するかどうかは、現在開発中の新たな収益認識
の基準（2013年5月30日付けのIASB作業計画表によると、収
益認識に関する最終基準書は2013年第3四半期に公表される
予定）における複数の履行義務を認識するかどうかの判断と同
じ基準で判断します。したがって、土地建物一体のリース契
約であった場合、土地のリースと建物のリースを区分処理し
ないケースも考えられます。

3. リースの分類

企業はリース開始日に、リースをタイプ Aまたはタイプ B
のいずれかに分類しなければなりません。原資産が不動産で
はないリースの場合は原則タイプ Aとなり、原資産が不動産
であるリースの場合は原則タイプ Bとなります。一定の要件を
満たす場合には、原資産が不動産ではないリースであっても
タイプ Bとなり、原資産が不動産であるリースであってもタイ
プ Aとなります。この関係は図表1のように表されます。

なお、借手が使用権資産をIAS第40号「投資不動産」の公正
価値モデルまたはIAS第16号「有形固定資産」の再評価モデル
に従って測定することを選択した場合（後述4（3）を参照）に
は、借手は当該リースをタイプ Aまたはタイプ Bに分類しま
せん。当該リースに対して表示および開示規定を適用する際
には、当該リースはタイプ Aのリースとして取り扱われること
になります。また、短期リースについては、借手・貸手とも、
会計方針として、リースの分類に関する規定を適用しないこと
を選択できます（後述4（4）および5（3）を参照）。
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4. 借手の会計処理

当初認識時の処理はいずれのタイプであっても同じであり、
借手はリース債務と使用権資産を認識します（オンバランス処
理）。当初認識後の会計処理は、タイプ Aとタイプ Bで異なり
ます。

（1） 当初認識時の会計処理（後述8（1）（2）も参照）
借手はリース開始日に、リース債務と使用権資産を認識しま

す。リース債務は、将来支払うリース料を貸手が借手に課す
利子率（入手できない場合は借手の追加借入利子率）で割り引
いた現在価値で測定します。一方、リース開始日の使用権資
産の原価は、（a）リース債務、（b）貸手から受け取ったあらゆ
るリースインセンティブを控除した、リース開始日およびそれ
より前に行ったすべてのリース料の支払い、および（c）あらゆ
る初期直接原価の合計となります。

（2） 当初認識後の会計処理（後述8（1）（2）も参照）
借手は、リース債務に係る割引の振戻しおよびその会計期

間に支払ったリース料を反映するために、リース債務の帳簿
価額を調整します（リース債務に係る割引の振戻しを加算し、
その会計期間に支払ったリース料を減額する、いわゆる実効
金利法）。一方、使用権資産については、その原価から償却累
計額および減損累計額を控除した額で測定します。

① タイプ Aのリース
借手は、リース債務に係る割引の振戻し（タイプ Aでは、利

息費用となる）と使用権資産の償却費をそれぞれ純損益に計上
します。利息費用はリース債務の残高に割引率を乗じて算定
されるため、その額はリース開始当初が最も大きく、リース
債務の残高が減少するにつれて小さくなります。一方で、使

用権資産の償却は原則として定額法で行われます。このため、
リースに係る費用計上額（利息費用＋償却費）は逓減していく
ことになります。

② タイプ Bのリース
借手は、毎期定額となる単一のリース費用を純損益に計上

します。単一のリース費用は、リース債務に係る割引の振戻
しと使用権資産の償却を足し合わせたものです。リース債務
に係る割引の振戻しはタイプ Aと同じ方法で算定されますが、
使用権資産の償却額は、リース費用を定額にするための逆算
の結果として算定されます。すなわち、その期のリース費用

（リース開始日においては、一般に、支払リース料と初期直接
原価の合計額を各リース期間に配分した金額）とその期のリー
ス債務に係る割引の振戻しの差額について、使用権資産の帳
簿価額を毎期減額していくことになります。

（3） 使用権資産の測定に関する例外的処理
使用権資産の測定方法について、前述のものと異なる例外

的処理が、以下のように規定されています。

・  リースされた不動産が投資不動産の定義に該当し、借手が会
計方針として、IAS 第 40 号「投資不動産」の公正価値モデル
を選択した場合には、リースされた資産から生じる使用権資産 
を IAS 第 40 号の公正価値モデルに従って測定しなければなら
ない

・  借手が有形固定資産の特定項目（例：建物）に含まれるすべて
の資産を再評価している場合には、その有形固定資産の項目に
関連する使用権資産を IAS 第 16 号「有形固定資産」に従った
再評価額で測定することができる

（4） 短期リース
短期リースとは、リース開始日において延長選択権を含めた

最長リース可能期間が12 ヵ月以内のリースで、購入選択権が
含まれていないリースと定義されます。会計方針として選択
することにより、短期リースを簡便的に会計処理することがで
きます。簡便的な会計処理のもとでは、借手は、使用権資産
およびリース債務を認識せずに、支払リース料を定額法で費
用計上します。

5. 貸手の会計処理

貸手の場合、タイプ Aとタイプ Bの会計処理は大きく異な
ります。

（1） タイプ Aのリース
① 当初認識時の会計処理

貸手はリース開始日に、原資産の認識を中止し、リース債
権および残余資産（リース中に貸手によって留保されている原
資産に対する権利を表す資産）を財政状態計算書で認識すると
ともに、その結果として生じるリースに関連する利益（リース

図表1　リースの分類

タイプBタイプA

■ リース期間が、経済的耐用年数に
　 対して重要ではない
■ 支払リース料の現在価値は、リース
　 開始日の原資産の公正価値に比べ
　 て重要ではない

■ リース期間が、残りの経済的耐用
　 年数の大部分を占めている
■ 支払リース料の現在価値が、リース
　 開始日の原資産の公正価値とほぼ
　 等しいかそれ以上

ただし、以下の
要件のいずれかに
該当する場合は
タイプBとなる

はいいいえ

ただし、以下の
要件のいずれかに
該当する場合は
タイプAとなる

リースの原資産は
不動産か？（※1）（※2）

（※1）原資産の種類（不動産または不動産以外の資産）にかかわらず、借手が購入選
択権を行使する重要な経済的インセンティブを有する場合、そのリースはタ
イプAとなる。

（※2）不動産とは、土地または建物、建物の一部、もしくはそれら両方である。
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開始日に認識する利益）を純損益及びその他の包括利益計算書
（以下「包括利益計算書」という）に計上します。リース債権は、
将来受け取るリース料を貸手が借手に課す利子率で割り引い
た現在価値で測定します（初期直接原価が発生した場合には、
それを加算する）。残余資産は、次の式により算定されます。

残余資産＝ A ＋ B － C
 A ： 総額の残余資産 

（貸手がリース期間の終了後に原資産から生じると予想する
額の現在価値）

 B ： 予想される変動リース料の現在価値 
（ただし、貸手が借手に課す利子率を貸手が決定する際に
変動リース料の予想を反映し、変動リース料がリース債権
に含まれていない場合のみ）

 C ：未稼得利益

また、リース開始日に認識する利益および未稼得利益（C）
は次の式により算定されます。

 D ： リース開始日に
認識する利益 ＝ E ×

支払リース料の現在価値

　　原資産の公正価値

 C ＝ E － D

 E ：  原資産の公正価値とリース開始日直前の原資産の帳簿価
額の差額 

（ただし、公正価値＞帳簿価額の場合のみ）

貸手の当初認識時の会計処理のイメージは、図表2のように
なります。この図表2では、初期直接原価および変動リース料

（B）がないケースを想定しています。

② 当初認識後の会計処理
貸手は、リース債権に係る割引の振戻しおよびその会計期

間に受け取ったリース料を反映するために、リース債権の帳簿

価額を調整します（リース債権に係る割引の振戻しを加算し、
その会計期間に受け取ったリース料を減額する、いわゆる実
効金利法）。一方、残余資産については、当初の帳簿価額に総
額の残余資産に係る割引の振戻しを加算した額で測定します

（貸手が借手に課す利子率で増価させる）。
リース債権に係る割引の振戻しは、リース債権の残高に割

引率を乗じて算定されるため、その額はリース開始当初が最
も大きく、リース債権の残高が減少するにつれて減っていき 
ます。

（2） タイプ Bのリース
貸手は、リース開始日後も引き続き原資産を認識し（すなわ

ち、リース開始日の仕訳はない）、受取リース料を原則として
定額法でリース期間にわたり収益として計上するとともに、原
資産を適切な基準書に従って測定および表示します。

（3） 短期リース（前述4（4）も参照）
借手と同様、貸手も会計方針として選択することにより、短

期リースを簡便的に会計処理（受取リース料を原則として定額
法で収益計上）できます。

借手・貸手の会計処理をまとめると、図表3のとおりになり
ます。

6. その他の論点

（1） リース期間（後述8（1）（2）も参照）
借手および貸手は、リース期間を、リースの解約不能契約

期間に、以下の期間を両方とも加えた期間として決定しなけれ
ばなりません。

・  借手が延長選択権を行使する重要な経済的インセンティブを有
する場合には、その選択権の行使により延長される期間

図表2　貸手のタイプAのリースの会計処理イメージ

原資産の
帳簿価額

リース開始日に
認識する利益（D）

貸手が原資産
から生じると
予想する額

リース債権
リース料の
現在価値リース料の

現在価値に
見合う部分

総額の残余
資産に
見合う部分

未稼得利益（C）

残余資産

総額の残余資産（A）

未稼得利益

リース開始時 リース終了直後



5

会計トピック③

© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 1 / Jul. 2013

・  借手が解約選択権を行使しない重要な経済的インセンティブを
有する場合には、その選択権を行使しないことにより延長され
る期間

リース開始日において、重要な経済的インセンティブの有無
を判断するにあたり、契約、資産および市場等に起因する要
因ならびに企業特有の要因などの経済的実体を総合的に考慮
する必要があります。

（2） 初期直接原価（後述8（1）（2）も参照）
初期直接原価は、リースの交渉および準備に直接起因する

費用のうち、リース取引を行わなかったならば発生しなかった
ものと定義されます。初期直接原価は発生時に費用処理され
るのではなく、使用権資産（借手）やリース債権（タイプ Aの
リースの貸手）等として資産計上され、リース期間にわたって
償却されます。

（3） 購入選択権
借手が購入選択権を行使する重要な経済的インセンティブ

を有する場合には、借手および貸手は、購入選択権の行使価
格をリース料に含めます。また、そのような場合、借手は、使
用権資産をリース期間でなく原資産の耐用年数にわたり償却
することになります。

（4） 割引率
借手は、割引率として、「貸手が借手に課す利子率」を入手

できる場合はそれを使用し、それ以外の場合は「追加借入利
子率」を使用します。一方、貸手は「貸手が借手に課す利子
率」を割引率として使用します。リースに内在している利子率
や不動産の利回りが「貸手が借手に課す利子率」となりますが、
リースに内在している利子率が入手可能な場合には、企業（借

手・貸手）はそれを「貸手が借手に課す利子率」として用いな
ければなりません。

（5） 変動リース料
変動リース料とは、リース開始日より後に生じた事実または

状況（時間の経過を除く）により変動する、原資産を使用する
権利の対価として借手から貸手に対して行われる支払いのこ
とです。借手の売上やリース対象の原資産の使用時間に基づ
いてリース料が変動する等、様々な変動リース料があります
が、以下の2つの変動リース料を除き、リース債務（借手）ま
たはリース債権（タイプ Aのリースの貸手）の当初測定に含め
ず、発生時に費用処理または収益認識します。

・  指数またはレートに基づく変動リース料（リース開始日の指数ま
たはスポット・レートを用いて認識する）

・  実質的に固定の支払いとなる変動リース料

（6） 減損
借手の使用権資産および貸手の残余資産ともに、IAS第36

号「資産の減損」に基づいて減損を評価します。貸手は残余資
産が減損しているか否かを評価する際、残価保証を考慮しな
ければなりません。貸手のリース債権については、IFRSの金
融商品のガイダンス（現行のIAS第39号「金融商品：認識およ
び測定」または現在開発中の金融資産の減損に関する新たな基
準書）に基づいて減損を評価します。

（7） セール・アンド・リースバック
セール・アンド・リースバック取引は、資産の譲渡取引が収

益認識の要件を満たしているかどうかにより、売却取引とリー
ス取引の組み合わせとして会計処理されるか、それとも、金

図表3　本公開草案が提案する会計処理の概要

①原資産の性質
②費用・収益認識パターン

①不動産以外の資産
　→タイプA
②逓減パターン

＜当初認識時＞
（借）使用権資産　　／　（貸）リース債務

＜当初認識後＞
（借）リース債務　　／　（貸）現預金
　　利息費用
（借）償却費　　　　／　（貸）使用権資産

＜当初認識時＞
（借）リース債権　／　（貸）原資産
　　残余資産　　　　　　リース開始日に認識する利益

＜当初認識後＞
（借）現預金　　　／　（貸）リース債権
　　　　　　　　　　　　利息収益
（借）残余資産　　／　（貸）利息収益

＜当初認識時＞
（借）使用権資産　　／　（貸）リース債務

＜当初認識後＞
（借）支払リース料　／　（貸）現預金
　　リース債務　　　　　　使用権資産

短期リース　⇒会計方針の選択により簡便的な処理を行うことが可能となる

＜当初認識時＞
仕訳なし

＜当初認識後＞
（借）現預金　　　／　（貸）リース収益
（借）減価償却費　／　（貸）リース資産
　　　　　　　　　　　　（減価償却累計額）

①不動産→タイプB

②定額パターン

仕訳

リース料

原資産の使用権
借手 貸手

高

原
資
産
の
費
消
割
合

低
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融取引（すなわち、売却収入相当額の融資とリース料という名
目での返済・利払い）とみなして会計処理されるかが決まりま
す。具体的には、図表4にまとめた会計処理が提案されてい 
ます。

7. 表示および開示

本公開草案は、表示や開示についても詳細な規定を提案し
ています。図表5～図表8は、借手・貸手それぞれの表示・開
示の主な規定をまとめたものです。

（1） 表示
本公開草案は、借手・貸手それぞれについて、財政状態計

算書、包括利益計算書およびキャッシュ・フロー計算書にお
けるリース関連項目の表示を規定しています。

（2） 開示
本公開草案は、開示規定の目的（財務諸表利用者が、リース

から生じるキャッシュ・フローの額、時期および不確実性を理

解できるようにすること）を明示した上で、この目的を達成す
るために、借手・貸手に対して、（a）リース、（b）リース基準
書をリースに適用する際に行った重要な判断、および（c）リー
スに関連して財務諸表に認識した額について、定性的および
定量的情報を開示することを要求しています。借手・貸手と
もに、開示の目的を満たすために必要となる詳細さのレベルや
開示規定それぞれへの重点の置き方を検討しなければならず、
同時に、有用な情報が、多くの重要性の低い詳細な情報に埋
もれたりすることのないよう、開示を適切に集約または分解す
ることも求められます。

8. 設例

シナリオ①・②を通じて、本公開草案で提案されたタイプ
Aのリースおよびタイプ Bのリースに関する借手の会計処理を
解説します。

図表4　セール・アンド・リースバックの会計処理

資産の譲渡が売却に該当する（すなわ
ち、収益認識の要件を満たす）ケース
⇒売却取引とリース取引の組み合わせ

譲渡を売却取引として適切な基準書に従って会計処理
（譲渡資産の認識の中止、売却損益の計上）し、借手
として、当該資産のリースバック取引をリース基準書に
従って会計処理する。

譲受けを購入取引として適切な基準書に従って会計処理
（譲受資産の認識）し、貸手として、当該資産のリースバッ
ク取引をリース基準書に従って会計処理する。

資産の譲渡が売却に該当しない（すな
わち、収益認識の要件を満たさない）
ケース
⇒金融取引

金融取引として会計処理する。すなわち、譲渡資産の
認識の中止を行わず、また受領した売却収入相当額を
適切な基準書に従って金融負債として認識する。

譲受資産の認識を行わず、支払った売却代金相当額を
適切な基準書に従って債権として会計処理する。

売却

リースバック
譲渡人／借手 譲受人／貸手

図表5　借手の表示

タイプA タイプB

財政状態 
計算書

・  使用権資産
・  リース債務

・  他の資産・負債項目と区分して表示 
・  リースの分類ごと（タイプ A・タイプ B など）に

区分して表示 
・  他の資産・負債項目と合算して表示する場合には、

どの項目に含まれているかについて開示 

同左

包括利益 
計算書

・  使用権資産の償却費
・  リース債務に係る割引の振

戻し（利息費用）

それぞれを区分して表示 合算して単一の費用項目で
表示

キャッシュ・フロー 
計算書

リース債務の元本部分の返済 財務活動に区分

営業活動に区分
リース債務に係る割引の振戻し

（利息費用）
IAS 第７号「キャッシュ・フロー計算書」の支払利息
に係る規定に従って区分

使用権資産の取得 非資金取引として補足的に開示



7

会計トピック③

© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 1 / Jul. 2013

（1） 借手：タイプ Aのリース

【シナリオ①】
借手は、X1 年期首に機械 A（経済的耐用年数 5 年、公正価値
480）を 3 年のリース期間（解約不能）でリースする契約を貸手と
締結する。借手は年間リース料 100 を後払いする（期末に支払う）。
貸手が借手に課す利子率は 3％であり、借手はそれを入手できる。
機械 A を使用するため、借手は 42 の設置費用を支払った。借手
にはリース終了時にリース期間を 2 年延長する選択権（年間リース
料は同額）が付与されている。借手にとって機械 A は業務遂行上
不可欠な機械であり、仮に延長選択権を行使しなかった場合には、
他から機械 A を調達する必要が生じ、そして再度設置費用を支払
う必要がある。機械 A はその経済的耐用年数を通じて減価は一定
である。

① リース期間の判断
借手は延長選択権を行使する重要な経済的インセンティブ

を有すると判断できるため、リース期間は解約不能の3年に延
長選択権の行使により延長する2年を加えた5年となります。

② リースの分類
このリースの原資産は不動産以外の資産です。リース期間

と機械Aの経済的耐用年数は同じであるため、リース期間が

経済的耐用年数に対して重要ではないとは言えないと判断さ
れます。また、支払リース料の現在価値は458（100÷1.03＋
100÷1.032＋100÷1.033＋100÷1.034＋100÷1.035）となり、
リース開始日の原資産の公正価値480に比べて重要ではないと
は言えないと判断されます。したがって、このリースはタイプ
Aに分類されます。

③ 当初認識時の会計処理
リース債務は、各期間のリース料（100）を貸手が借手に課

す利子率（3％）で割り引いて当初認識額（すなわち、支払リー
ス料の現在価値）を算定しますので、前述②のとおり458で当
初測定されます。一方、使用権資産は、リース債務458に初期
直接原価（機械Aの設置費用）42を加算した500で当初測定さ
れます。当初認識時の仕訳は、以下のとおりになります。

（借）使用権資産 500  ／  （貸） リース債務 458 
現預金 42 

（機械 A の設置費用）

④ 当初認識後の会計処理
このリースはタイプ Aであるため、利息費用と使用権資産

図表6　貸手の表示（タイプAのみ）

タイプA

財政状態 
計算書

・  リース債権
・  残余資産

・  リース資産（リース債権と残余資産の合計）を他の資産項目と区分して表示、あるいは
・  リース債権と残余資産の帳簿価額をそれぞれに表示または注記にて開示 

包括利益 
計算書

リース収益 ・  他の収益項目と区分して表示、あるいは
・  他の収益項目と合算して表示する場合には、どの項目に含まれているかについて開示 

リース開始日に
認識する利益

以下のいずれかの方法のうち、リース開始日における貸手のビジネスモデルを最も良く反映する方
法で表示
・  売上高と売上原価に区分して表示
・  利益を１行で表示

キャッシュ・フロー
計算書

受取リース料 営業活動に区分

図表7　借手の主な開示事項

・  リースの概要
  （一般的内容、変動リース料や更新オプションの概要、保

証残存価値の概要等）
・  リース基準書を適用する際に行った重要な判断
・  原資産の種類ごとの使用権資産の期首残高から期末残高

への調整表
  （タイプ A のリース、タイプ B のリース、再評価モデルを

適用する使用権資産に分ける）
・  リース債務の期首残高から期末残高への調整表
 （タイプ A のリース、タイプ B のリースに分ける）
・  リース債務の満期分析

図表8　貸手の主な開示事項

共通 ・  リースの概要 
（一般的内容、変動リース料や更新オプションの
概要等）

・  リース基準書を適用する際に行った重要な判断
・  当期に認識したリース収益（表形式）

タイプ A
のみ

・  リース債権の期首残高から期末残高への調整表
・  残余資産の期首残高から期末残高への調整表
・  リース債権の満期分析
・  残余資産に関連するリスクの管理方法

タイプ B
のみ

・  リース料の満期分析
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の償却費をそれぞれ費用計上します。これを財政状態計算書
上から考えると、毎期、リース料（現金）から利息費用（リー
ス債務に係る割引の振戻し）を控除した額（例：X1期末では
100－14＝86）だけリース債務を減額し、使用権資産について
は償却費（500÷5＝100）だけ減額していくことになります。
例えば、X1年期末時点の仕訳は以下のとおりになります。

（借）	リース債務	 86	 ／　（貸）現預金　　　100
	 	 利息費用	 14
（借）	償却費	 100	 ／　（貸）使用権資産　100

なお、このリースのリース期間にわたる財務諸表計上額は図
表9のとおりとなります。

（2）	借手：タイプBのリース

＜シナリオ②＞
借手は、事務所としてオフィスビル（経済的耐用年数40 年、公正
価値 2,000）を3 年のリース期間（解約不能）でリースする契約を
貸手と締結した（リース開始日はX1年期首）。借手は年間リース
料100を後払いする（期末に支払う）。貸手が借手に課す利子率は
5％であり、借手はそれを入手できる。借手はリース開始前に、リー
スインセンティブとして現金 25を貸手から受け取った。初期直接
原価は発生していない。借手にはリース終了時にリース期間を2年
延長する選択権（年間リース料は同額）が付与されているが、借手
は3年後には事務所を移転する予定である。

①	リース期間の判断
借手は延長選択権を行使する重要な経済的インセンティブ

を有していないと判断できるため、リース期間は解約不能の3
年となります。

②	リースの分類
このリースの原資産は不動産です。リース期間3年に比べオ

フィスビルの経済的耐用年数は40年であるため、リース期間
が残りの経済的耐用年数の大部分を占めているとは言えない

と判断されます。また、支払リース料の現在価値は247（100
÷1.05＋100÷1.052＋100÷1.053－25）となり、リース開始日
の原資産の公正価値2,000とほぼ等しいかそれ以上ではないと
判断されます。したがって、このリースはタイプ Bに分類され
ます。

③	当初認識時の会計処理
リース債務は、各期間のリース料（100）を貸手が借手に課す

利子率（5％）で割り引いて当初認識額を算定しますので、272
（100÷1.05＋100÷1.052＋100÷1.053）で当初測定されます。
一方、使用権資産は、リース債務からリース開始前に貸手か
ら受け取っているリースインセンティブを控除した額247（272
－25）で当初測定されます。リースインセンティブ受取時お 
よびリースの当初認識時の仕訳は、以下のとおりになります。

リースインセンティブ受取時
（借）	現預金	 25	 ／　（貸）仮受金	 25

リースの当初認識時
（借）	使用権資産	 247	 ／　（貸）リース債務	 272
	 	 仮受金	 25

④	当初認識後の会計処理
このリースはタイプ Bのため、毎期定額となるような単一の

リース費用を計上します。すなわち、リース期間における支払
リース料（100＋100＋100－25＝275）を毎期定額となるよう
にリース期間（3年）で除すことになります。これを財政状態計
算書上から考えると、期末には、リース債務については現金
支払額（100）からリース債務に係る割引の振戻し（例：X1期
末では272×5％＝14）を控除した額（例：X1期末では100－
14＝86）だけ減額し、使用権資産についてはリース費用から
リース債務に係る割引の振戻しを控除した額（例：X1期末で
は92－14＝78）だけ減額します。なお、タイプ Bではタイプ
Aのように利息費用を包括利益計算書に区分して表示するこ
とはありませんが、リース債務および使用権資産の当初認識

図表9　シナリオ①における財務諸表計上額

財政状態計算書 包括利益計算書 支払い

期間 リース債務 使用権資産 償却費 利息費用 費用総額 現金

開始時 458 500 – – – 42

X1期末 372 400 100 14 114 100

X2 期末 283 300 100 11 111 100

X3 期末 191 200 100 8 108 100

X4 期末 97 100 100 6 106 100

X5 期末 – – 100 3 103 100

合計 500 42 542 542



9

会計トピック③

© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 1 / Jul. 2013

後の測定のために、それを算定する必要があります。例えば、
X1期末時点の仕訳は以下のとおりになります。

＜ X1 期末時点＞
（借） リース費用 92 ／　（貸） 現預金 100
  リース債務 86  使用権資産 78

なお、このリースのリース期間にわたる財務諸表計上額は図
表10のとおりとなります。

Ⅲ 適用日および経過措置

1. 適用日

本公開草案では、適用日についての提案は行われていませ
ん。寄せられたコメントを踏まえて決定される予定です。

2. 経過措置

企業は、新リース基準書を以下のいずれかの方法で適用す
ることが選択できます。

・  IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に
従った完全遡及適用

・  新リース基準書を初めて適用する際の財務諸表において、比較
期間のうち最も古い期間の期首に存在する、新リース基準書が
適用されるリースについて、リースの分類に応じて規定されてい
る方法により認識および測定を行う方法

さらに、適用日より前に開始したリースについて、新リー
ス基準書を適用する際には、以下の負担軽減措置のいずれか、
または両方を利用することができます。

・  企業は、初期直接原価を使用権資産（借手）またはリース債権（貸
手）の測定に含める必要はない

・  企業は、事後的判断（hindsight）を用いることができる（例：契
約にリースが含まれるか否かの判断）

Ⅳ 日本企業への影響

日本基準を適用している企業（以下「日本企業」という）が本 
公開草案を適用することになった場合の影響を考えてみます。

1. 適用範囲

日本基準と本公開草案を比較して、リースの定義そのもの
は大きく異なっているわけではありません。しかし、日本基
準に基づく実務では、リース会計は主に法的形式が賃貸借契
約の形態を取る取引に適用されることが多いと思われますが、
本公開草案では、法的形式にとらわれず（すなわち、賃貸借
契約でなかったとしても）、その適用範囲に含まれる契約には
リース会計を適用することになります。したがって、リース会
計の適用範囲が、日本基準と本公開草案で異なる可能性があ
ります。

2. 借手への主な影響

借手の立場にある日本企業への大きな影響の1つとして、い
ままでオフバランスされてきたオペレーティング・リースの多
くがオンバランス処理となることが挙げられます。本公開草案
のもとでは短期リース以外のリースがオンバランス処理される
ため、財政状態計算書が大きく膨らみ、財務制限条項や各種
経営指標にも影響を及ぼす可能性があります。また、タイプ
Aに分類されるリースの費用計上パターンは逓減となるため

（定額処理からの変更）、当期純利益への影響もあると考えら
れます。

図表10　シナリオ②における財務諸表計上額

財政状態計算書 包括利益計算書 支払い

期間 リース債務 使用権資産 リース費用 現金

開始時 272 247 – –

X1 期末 186 169 92 100

X2 期末 95 86 92 100

X3 期末 – – 91 100

合計 275 300
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3. 貸手への主な影響

貸手の立場にある日本企業の場合、オペレーティング・リー
スとして処理している、不動産以外の資産のリースから生じる
影響が大きいと考えられます。本公開草案のもとでは不動産
以外の資産のリースは原則タイプ Aのリースとなるため、リー
ス債権や残余資産の認識が必要となり、また収益計上パター
ンも逓減となるため、財務諸表への影響は小さくないと考えら
れます。さらに、個々のリース契約で詳細な見積り（例：残余
資産の当初測定）をしたり、リース開始日に認識する利益等の
算定のために原資産の公正価値を入手したりする必要がある
など、実務上の負担も増加すると考えられます。

4. 開示事項への対応

本公開草案は定性的な開示のみならず、期首と期末間の調
整表等定量的な開示も強化しているため、日本企業が本公開
草案の開示規定に準拠する際には、データ収集等も含め、開
示作成負担が増加すると予想されます。

以上のように、日本企業が本公開草案を適用した場合の影
響は大きいと考えられますが、一般的に、現時点でIFRS（IAS
第17号「リース」）を適用している企業にとっても、その影響
は大きいと言われています。リースに無関係である企業は少
なく、リース・プロジェクトの動向は大きな関心を集めていま
す。本公開草案に対して各方面から様々なコメントが寄せら
れると思われますが、それらのコメントを受けて、今後IASB
とFASBがどのような審議を行っていくのかが注目されます。

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人　
IFRS 本部
TEL：03-3548-5112（代表番号）
AZSA-IFRS@jp.kpmg.com
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